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1．はじめに

　2023年8月、シンガポール史上最大規模のマ
ネー・ロンダリング事件が摘発され、様々なメディ
アでも大きく取り上げられましたのでご記憶の方も
多いことと思います。同事件では、詐欺やオンライ
ンギャンブル等の海外における組織的犯罪によって
得た資金が洗浄されたという容疑で、これまでに
10人の外国籍の容疑者が逮捕起訴されました。さ
らに、2024年に入ってシンガポール警察は新たに2
名のカンボジア籍の外国人に対してマネー・ロンダ
リングの容疑で逮捕状を発行し、国際刑事警察機構

（インターポール）もレッド・ノーティスを発行し
たと発表しました。一連の捜査で押収・凍結された
資産は、現金、不動産、高級車、宝飾品などを合わ
せて、当初の10億シンガポールドルから現段階で
30億シンガポールドル（約3300億円）超にまで膨
れ上がり、世界史上で見ても過去最大規模のマ
ネー・ロンダリング事件に発展しています。近年マ
ネー・ロンダリング対策に力を入れてきたシンガ
ポールでこのような事件が起きたことは衝撃を持っ
て受け止められている一方で、今回の事件の摘発を
受けて、更なる規制強化の動きが出てきており、今
後シンガポールでの会社設立手続や名義株主・取締
役の利用に関するルールが厳格化され、シンガポー
ルへの投資を検討する外国企業にも一定の影響が及
ぶことも予想されます。そこで本稿では、シンガ
ポールの現在のマネー・ロンダリング対策規制と今
後の規制強化の動きの概要をご紹介したいと思い 
ます。

2．マネー・ロンダリング対策規制の概要

（1）CDSAによる規制
　シンガポールにおけるマネー・ロンダリング対策
に関する主要な法令としては、汚職、薬物取引その
他 重 大 犯 罪 の 利 得 没 収 法（Corruption, Drug 
T r a f f i c k i n g  a nd  O t h e r  S e r i o u s  C r ime s 

（Confiscation of Benefits） Act（CDSA））が挙げら
れます。同法は、一定の薬物取引その他の重大犯罪
によって得られた収益の取得、保有、使用、隠匿及
び移転等の行為を禁止し、かかる収益の没収につい
て規定するものです。また、同法は、ある財産がか
かる収益であること又はこれに関連して使用され若
しくは使用される予定であることを、取引や業務等
の過程で知り又は疑うに足りる合理的な理由がある
者に対し、疑義取引報告（Suspicious Transaction 
Report）を義務づけています。

（2）特別法による規制
　銀行等の金融機関をはじめとする一部の業種又は
専門職に対しては、特別法等によって、マネー・ロ
ンダリング対策のための規制が加重されています。
例えば、金融機関、不動産代理業者、企業向けサー
ビスプロバイダー、弁護士・会計士、貴金属類取引
業者等は、取引を開始する際等に、顧客に対する
デュー・ディリジェンスを実施することが要請され
ています。特に最近は金融機関による顧客に対する
デュー・ディリジェンスが厳格化されているのか、
日本企業がシンガポールに子会社を設立する場合で
も、口座開設に数ヶ月単位の時間を要したり最終的
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1 に口座開設自体を断られたりするケースも散見され

ています。

3．マネー・ロンダリング対策強化の動き

（1）省庁間委員会の新設
　今回の事件を受け、2023年10月初旬、マネー・
ロ ン ダ リ ン グ 対 策 強 化 に 向 け、MAS、 内 務 省

（Ministry of Home Affairs）、法務省（Ministry of 
Law）、人材省（Ministry of Manpower）及び通商
産業省（Ministry of Trade and Industry）からな
る委員会が新たに設置されることが発表されまし
た。同委員会は、①企業構造のマネー・ロンダリン
グへの悪用防止、②金融機関による疑わしい取引に
対する統制及び連携の強化、③その他企業向けサー
ビスプロバイダー、不動産代理業者、貴金属類取引
業者等によるマネー・ロンダリング・リスクの監視
の強化、及び④疑わしい活動の発見のための政府横
断的な監視能力の集中と強化、という4項目を中心
に、反マネー・ロンダリング体制の見直しを図るこ
とが予定されています。

（2）ACRAによる法改正の動き
　 会 計 企 業 規 制 庁（Accounting and Corporate 
Regulatory Authority（ACRA））は、今回の事件が
発覚する以前からマネー・ロンダリング対策の強化
に動き出しており、具体的には、①会社法の改正、
②ACRA法の改正、③Corporate Service Providers
法（CSP法）の制定に向けて2022年に同（改正）法
案をパブリックコメントに付しました。これらは
2024年前半には議会に上程される予定になってお
り、大要、以下の点が盛り込まれることが想定され
ています。

（ア）会社法の改正
　シンガポール会社法（Companies Act 1967）上、
会社はシンガポールに居住する取締役を最低1名選
任しなければならないとされており、これは会社に
よる違法行為があった場合にその責任をとる者を確
保するためという意味合いもあり、マネー・ロンダ
リング対策としても一定の意味があると考えられま

す。ただ、実態としては、かかる要請を満たすた
め、現地居住者を名義取締役（nominee director）
として派遣するサービスを提供する会社がシンガ
ポールには多数存在しており、外資系企業等で現地
に居住する取締役を確保することができない場合
に、かかるサービスを利用して現地居住の取締役を
手配することが一般的に行われています。また、外
資規制が厳しい国では規制業種に参入する目的で現
地国籍の方を名義株主として利用するような投資が
行われることもありますが、シンガポールはほとん
ど外資規制がないこともあり、名義株主を利用する
ことを禁止する制度も現状ありません。
　他方で、こういった名義株主・名義取締役（ノミ
ニー）の利用を許容すると、会社の実質的所有者・
意思決定権者が誰なのかが見えにくくなってしま
い、マネー・ロンダリングを含めて企業犯罪の温床
となるリスクも出てきます。今回の改正案では、会
社としての透明性を高めるために、ノミニーを利用
する場合にはノミニーであることと、ノミニーの任
命者（多くの場合、会社の実質的所有者）が誰であ
るかをACRAに開示することを当事者に義務付け、
さらにACRAはノミニーを利用していることを公
示することが盛り込まれています。

（イ）ACRA法の改正
　ACRA法とは、会計企業規制庁（ACRA）の設
立根拠法でもあり、企業の透明性、信頼性及び誠実
さを確保し、経済の健全な発展を支えることを目的
とするものです。ACRAの主要な役割の一つは、
企業が法令を遵守し、適切に運営されることを確保
することであり、企業登記、財務報告、規制遵守な
どのプロセスを監督し、法的な基準を満たしている
ことを確認することをその業務としています。
　ACRAへの報告等が正確かつ適切になされること
はACRAの運営にとって重要であり、かかる業務を
専門に代行するRegistered Filing Agent（RFA）と
呼ばれる登録事業者もいます。RFAはACRAのウェ
ブサイトでも確認することができ、RFAにACRAへ
の報告等を代行してもらうこともできますし、企業
が自ら行うことも可能とされています。今回の改正
では、RFAがその登録条件に違反したことが判明し
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た場合、違反1件につき現状の25,000シンガポール
ドルから50,000シンガポールドルに罰金の上限を引
き上げることが提案されています。

（ウ）CSP法の制定
　CSP法案は、主に会社秘書業務を提供する事業者

（CSP）の業務の適正化、透明性の確保を企図した
法案で、金融活動作業部会（FATF）の勧告にも
沿ったマネー・ロンダリング対策の一環と位置づけ
られています。いわゆるパナマ文書が公開された際
にも、CSPが顧客のために設立したペーパーカンパ
ニーが違法なマネー・ロンダリング行為に利用され
る事案が発生しているといった報道がありました
が、CSPに対しては、ACRAによる監視・監督が
十分に行き届いていないという問題意識があるもの
と思われます。

　CSP法案では、（i）シンガポール国内で会社秘書
業務を提供する全ての事業者に対し、CSPとして
ACRAへの登録が義務付けられることになります。
また、（ii）CSPに対して、名義取締役となる個人が
取締役としての適切な資質を有する者であることや、
複数の取締役の地位に就く場合に所定の研修要件を
満たしていることの確認を義務付けることなどによ
り、名義取締役の適切な利用を実現する措置が導入
されることになります。外国投資家目線で見た場合
には、今後名義取締役の適切な候補を見つけること
がより難しくなるという懸念も考えられます。

（3）MAS規則改正の動き
　MASは従前より、マネー・ロンダリング、テロ
資金供与に対する規制強化には力を入れており、シ
ンガポールはFATFからも比較的高い評価を受け
ていました。それだけに今回の事件はマネー・ロン
ダリング事件を未然に防止することの難しさを感じ
させるものでもありました。
　現時点における金融機関に対するマネー・ロンダ
リングに関連するMASの規則はMAS通達626号
で、2022年3月1日に改定されたものが最新のもの
になります。直近では同通達の新たな改正項目とし
て COSMIC（Collaborative Sharing of Money 

Laundering/Terrorism Financing （ML/TF） 
Information & Cases）と呼ばれるデジタルプラッ
トフォームの導入が検討されています。このプラッ
トフォームに参加するシンガポールの金融機関は、
相互に一定の情報を共有することが認められ、これ
によりマネー・ロンダリングやテロ資金供与など不
正な取引を事前に防ぐことが企図されています。

4．終わりに

　今回の巨額のマネー・ロンダリング事件を受けて、
シンガポール当局が今後更に規制や監視を強化させ
ることはほぼ確実な状況にあると言えます。他方で、
シンガポールは外国企業による投資を幅広く受け入
れており、ビジネス面での利便性の高さは世界でも
有数であり、経済効率性の高い事業環境を実現して
います。公正な競争環境や事業環境を維持する観点
から一定の規制強化が必要であることについては首
肯するものではありますが、過度な規制強化により
シンガポールの強みである利便性の高さが損なわれ
ないような制度設計が期待されるところです。
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